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晴れ渡った空に、のびのび泳ぐこいのぼりは、子どもたちの成長を見守ってくれると同時に子どもたちの嬉しそ

うな笑顔も沢山ひきだしてくれています。 

新年度がスタートして１ヶ月！こどもたちは、少しずつ新しい環境に慣れ、笑顔もいっぱいみられるようになり

ました。あたらしいおともだちや先生と楽しく元気に活動する子どもたちの声は園内外に響き渡っています。 

元気いっぱい、のびのび過ごせるように日々の保育を大事に、こどもたちとしっかり向き合っていきたいと思いま

す。また、引き続き体力づくりにも取り組んでいきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５月号 

～各クラスの年間スローガンと５月の保育目標～ 

●めだかぐみ  「ふれあいいっぱい ニコニコ笑顔♡」 
〇食事や睡眠など一人ひとりの生活リズムが安定している。   

 〇保育者とのコミュニケーションやスキンシップを通じて信頼関係を深める。 

●ひよこぐみ  「のびのび すくすく みようみまねで 大丈夫！」 
 〇簡単な身の回りのことをやってみようとする意欲をもつ。  

〇うたやあそびの中で保育者や友だちと楽しい時間を共有する。  

●り すぐみ   「えがおですすむ！できるせかい☆」  
 〇簡単な身の回りのことを、保育者に見守られながら自分でやってみようとする。  

〇友だちや保育者と様々な場面で、ことばを使った関わりを広げてゆく。 

●うさぎぐみ  「やってみよう！感じてみよう！ひろげてみよう！」  
 〇準備や片付けまでが、活動の一部であることを知る。  

〇言葉や態度の中に思いやりや優しさがあることを学ぶ。 

●く まぐみ  「くまぐみの大冒険！～好奇心・探求心大好き～」 
〇自分でできることに自信を感じ、新しい活動や当番活動もすすんでする。 

〇好きなあそびに没頭したり、友だちと心を通わせる。 

●ぞ うぐみ  「結
むすぶ

」～手をとりあい 心ひとつに！～ 
〇１日の時間の中で、やることや順序を考えて行動する。 

〇ワークや雑巾縫いなど、学習的な取り組みに意味を感じ、慣れていく。 

  〇季節の良い環境の中で、外あそびを積極的にする。 

 

今年度は保育園やこども園を取り巻くさまざまな制度が開始されました。まず、当園も 4月より「こども誰でも

通園制度」がスタートしました。一時預かりとよく似た制度ですが、入園と同じように給付認定を受けて利用で

きる制度になり、家庭で保育をしながらも園生活を定期的に利用できます。ですが、利用時間が短く実施園数も

少ない上、現場も保育士不足などさまざまな課題があります。ですが、入園前の慣らし保育など保護者にとって

大事な選択肢のひとつになると思います。また、「こども性暴力防止法」の施行にあわせて職員研修や採用時の犯

罪歴のチェックなども開始されました。学校や一部事業所（塾など）でも安心して利用できる環境づくりを一元

化したものになります。園だけでなくご家庭においても守るべき項目の周知を図るようになっています。さらに、

「ハラスメント対策」の義務化も始まりました。利用者との節度あるよりより関係づくりに一定のルールを明示

するようになり先日までに園の約款にも盛り込んでおります。 

いずれも園生活にとって重要な制度になります。保護者のニーズ、園児の安心・安全の確保、よりよい保育を

提供するための取り組みになります。保護者のみなさまにも都度お願いをすることもあると思いますが、必要な

情報発信を引き続き行っていきたいと思います。（園長）

のびのび！おおきくなあれ！ 

 

みゆきだより 
認定こども園 



＜施錠の徹底のお願い＞ 

◆こどもの安全を守る為、出入りの際は、毎回必ず施錠（サムターン）をしてください。カギは保護者が開

け閉めしてください。 

◆登降園時は、こどもだけにならないように、保護者と一緒に出入りをしてください。 
 

＜5 月より夏季のはだし保育の移行について＞ 

・幼児期をはだしで過ごすことは、土踏まずの形成や感覚器官の発達などに多くの影響があるとされます。特

に土踏まずの形成は 3歳ごろから始まり、基本構造は 5～6歳までに概ね完成されるとされ、3～5歳の間

は一生を支える足にとって大事な時期です。健康な足とバランス感覚を養うことで活発で意欲的な子どもに

育って欲しいと思います。そこで毎年のことですが、５月１１日（月）より夏の間は、シューズの着用をせ

ず、はだしで活動していきたいと思います。ご協力よろしくお願い致します。 
 

＜口座振替について＞ 

・毎月 20 日頃請求書を発行いたします。振替日前日までに指定口座への入金をお願いします。指定の口座

より、27日に引き落としさせていただきます。 

※27日の曜日によっては振替日が変更になります。その都度お知らせいたします。 

 

＜5 月７日（木） こどもの日の集いについて＞ 

・こどもたち一人ひとりの健やかな成長を祈り、鯉のぼりくぐりをしたり、先生の出し物を楽しんだりします。 

 

＜5 月１２日（火） おたのしみさんぽについて＞ 
・心地よい風や、新緑の景色を感じながら園周辺の探索をして楽しみます。園周辺の探索はわくわく！ 

どきどき！園周辺の新しい発見ができるかな？たくさん歩いた後は、おやつを食べて楽しみます。 

※水筒のひもをご家庭で保管されている方は、当日こどもが掛けて歩けるよう水筒につけておいてください。 

 

＜5 月１８日（月） 尿検査について＞ 

・こどもたちに病気が潜んでいないか、早期に見つけるために尿検査をします。腎臓の役割は、身体の血液か

ら必要なものを取って、残りを尿として出しています。腎臓病のほとんどは早期の自覚症状がないといわれ

ています。こどもたちの健康のための検査ですので、必ず期限を守っての提出をお願いします。 

尿検査キットは１５日（金）に持ち帰ります。提出日が 3日後になりますので忘れず提出お願いいたします。 

 

＜5 月２７日（水） 9：15～ 歯科健診 について＞ 

・こどもたちの健康管理を目的に春の定期健診を行っています。朝しっかり歯磨きをして登園してくださいね。 

※健診の日はなるべくお休みされないようにご協力をお願いいたします。 

※お休みされた場合は、池田歯科医院で１か月以内に歯科健診を受けていただきます。 
 

＜5 月１８日（月）～5 月 23 日（土） 菜園まつりウイークについて＞  

・野菜をこどもたちと一緒に植え、苗の世話をしていく中で、野菜の成長を喜びながら観察していきます。 

できた野菜は、感謝の気持ちをもってこどもたちと収穫しクッキングして食べようと計画しています。 

 

＜着替えは多めに用意お願いします。＞ 

・園庭やお散歩などで身体を沢山動かしてあそんでいるこどもたち。日差しが暖かい日も多くなってきてい

るので、汗も沢山かき、着替えをする機会が増えてきます。園でお貸しできる服にはサイズや枚数に限りが

ありますので、着替え用の服を多めに入れておいてくださいね。汚れ物を持って帰った時は着替えの補充の

ご協力お願いします。 

 

 
〈６月の行事予定〉 

・６月１９日（金） 夏まつり前日準備（保護者会役員の方で 15 時～お手伝いいただける方） 

・６月２０日（土） 夏まつり（保護者・全園児参加予定です。） 

・６月２９日（月） プール掃除予定（うさぎ・くま・ぞう組） 

・６月３０日（火） プールはじめの会 

※今後の行事予定で変更が生じる場合や行事の詳細に関しましては、その都度のお知らせいたします。 


